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神戸大学大学院で学ぶために必要な経費と各種経済支援について 

 

 

本学では，大学院で学ぶ学生に対し，国などの制度も活用して様々な経済支援を実施してい

ます。 

独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）の奨学金のほか，民間奨学団体・地方

公共団体の奨学金，本学独自の奨学金も利用できます。 

本冊子では，大学院で学ぶために必要になる主な経費と本学大学院学生が利用できる経済

支援制度についてまとめていますので，ご活用ください。 

なお，経済支援を受けるためには定められた要件を満たす必要があります。ただし，要件を満た

している場合でも，成績や家計の状況等を勘案し，予算や定員の範囲内での選考が行われます

ので，申請の状況等によっては，経済支援等の措置が受けられない場合がありますので，ご留意

ください。 

また，制度内容の見直しや要件の変更などもありますので，詳細はホームページ等で必ず確認し

てください。 

 

 

 

本冊子において，   

修士，博士課程前期課程及び専門職学位課程を「修士等課程」といいます。   

博士，博士課程後期課程 を「博士等課程」といいます。   

「貸与奨学金」とは，返還が必要な奨学金のことです。   

「給付奨学金」とは，返還不要な奨学金のことです。   

【修】・・・修士課程，博士前期課程，専門職学位課程 の学生が対象   

【博】・・・博士課程，博士後期課程 の学生が対象   
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Ⅰ 大学院で学ぶために必要な経費           【修】【博】 

 
 

１．大学院で学ぶために大学に納入する主な経費（令和 7 年度） 

 

入学検定料 ３０,０００円 

入学料 ２８２,０００円 

授業料（年間） ５３５,８００円 

授業料 

（法学研究科専門職学位課程・年間） 
８０４,０００円 

 

※入学料に改定があった場合は，改定後の入学料が適用されます。 

※授業料は，原則として前期は 4 月に，後期は 10 月に納付が必要です。 

※授業料に改定があった場合は，改定後の授業料が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大学院生活で必要な保険の加入料 

 

大学院の正課中，学校行事中，大学施設内，課外活動中及び通学中等に不慮の災害を被っ

た場合，学生やその保護者等の経済的負担を救済するため，原則として入学時に全員が学生

教育研究災害傷害保険の「基本補償」に加入することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■神戸大学の入学料・授業料等はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶  

キャンパスライフ 

■学生教育研究災害傷害保険はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶  

学生支援▶ 保険制度 ▶ 学生教育研究災害傷害保険 
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Ⅱ 経済支援ホームページ                     
 
１．神戸大学トップページ→Menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．学生生活・学生支援→経済支援 
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３．奨学金制度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．授業料（入学料）の免除及び入学料の徴収猶予について 
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Ⅲ 免除制度（入学料免除・授業料免除）       【修】【博】 
 

１．入学料免除 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の全額又は半額が

免除されることがあります。 

①経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる

場合 

②入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災

害を受けたことにより，入学料の納付が著しく困難であると認められる場合 

③その他，上記に準ずる場合で本学が相当と認められる場合 

※詳細は必ず、ホームページに掲載している「申請のしおり」で確認してください。 

 

【申請時期】 

（4 月入学）：3 月下旬～4 月上旬 

（10 月入学）：9 月下旬～10 月上旬 

 

２．入学料徴収猶予 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の徴収を猶予される

ことがあります。 

①経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる

場合 

②入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災

害を受けたことにより，入学料の納付が著しく困難であると認められる場合 

③その他，上記に準ずる場合で本学が相当と認められる場合 

※ただし，徴収猶予が許可になった場合でも，必ず決められた期間内に入学料を納付しなければ

なりません。 

※詳細は必ず、ホームページに掲載している「申請のしおり」で確認してください。 

 

【申請時期】 

（4 月入学）：3 月下旬～4 月上旬 

（10 月入学）：9 月下旬～10 月上旬 
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３．授業料免除 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，授業料の全額又は半額が

免除されることがあります。 

①経済的理由によって納付期限までに授業料納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場

合 

②授業料納付前 6 か月以内（新入学者の入学した日に属する期分に係る免除の場合は，入

学前 1 年以内）に本人の主たる家計支持者（留学生の場合，国外居住者は除く）が死亡

し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，授業料の納付が著し

く困難であると認められる場合 

※詳細は必ず、ホームページに掲載している「申請のしおり」で確認してください。 

 

【申請時期】 

「新入生」 

（前期）：3 月下旬～4 月上旬 

（後期）：9 月下旬～10 月上旬 

 

「在学生」 

（前期）：2 月上旬～3 月上旬 

（後期）：8 月上旬～9 月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■入学料・授業料免除等はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶ 経済支援▶  

授業料（入学料）の免除及び入学料の徴収猶予について 



6 

 

Ⅳ 学外の経済支援制度                    
 

１．日本学生支援機構奨学金【修】【博】 

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は，勉学に励む意欲があり，またそれにふさわし

い能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的としてい

る制度です。 

大学院生が利用できる奨学金には「第一種奨学金（無利子貸与奨学金）」と「第二種奨学金

（有利子貸与奨学金）」があります。 

なお，学部のような「給付型奨学金」はございません。 

 

（１）第一種奨学金（無利子貸与奨学金）【修】【博】 

特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な学生に無利子で貸与されます。外国籍の

方は申請資格に制限がありますので，学生支援課奨学支援グループに確認してください。 

●貸与月額 

区分 貸与月額 

修士等課程 ５０，０００円，８８，０００円 

博士等課程 ８０，０００円，１２２，０００円 

 

【特に優れた業績による返還免除制度】【修】【博】 

大学院において第一種奨学金の貸与を受け，在学中に特に優れた業績をあげた場合，返還の

全部または一部が免除される制度があります。大学からの推薦により日本学生支援機構が認定さ

れます。ただし，「次世代研究者挑戦的プログラム（SPRING）」及び「次世代 AI 人材育成プログ

ラム（BOOST）」に採用された方は申請できません。 

 

（２）第二種奨学金（有利子貸与奨学金）【修】【博】 

成績が優れた学生で経済的理由により修学困難な学生に有利子で貸与されます。外国籍の方は

申請資格に制限がありますので，学生支援課奨学支援グループに確認してください。 

●貸与月額 

貸与月額 

５０，０００円，８０，０００円，１００，０００円，１３０，０００円， 

１５０，０００円 

※法学研究科専門職学位課程のみ １９０，０００円と２２０，０００円も選択可能 

 

奨学金貸与に当たっての留意点（第一種，第二種共通） 

①奨学金を申し込むときは，次のいずれかの保証制度を選択する必要があります。 

１）保証機関に保証料を支払い，保証を依頼する（機関保証） 

２）連帯保証人と保証人を選任する（人的保証） 
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②奨学金の貸与を受けている学生は，年に１回「奨学金継続願」を提出する必要があります。

生活態度や成績，家計の状況により，「廃止」，「停止」，「警告」，「継続」の処理がとら

れます。 

③貸与を受けた奨学金は原則として返還しなければなりません。貸与が終了した月の翌月から

数えて 7 か月目の月以降から返還が始まります。返還されたお金は，次に学ぶ後輩たちの奨

学金にあてられます。 

④過去に貸与を受けた奨学金の状況等により申請できない場合や，貸与期間が制限される

場合があります。 

 

申請については、大学院進学前に申請する「予約採用」と進学後に申請する「在学採用」があ

ります。 

 

【予約採用の申請書配付期間】 

法科大学院以外：9 月中旬～10 月中旬 

法科大学院：11 月上旬～1 月上旬 

 

【在学採用の申請書配付期間】 

春期：4 月上旬 

秋期：9 月中旬～10 月中旬 

 

（３）大学院修士段階における授業料後払い制度【修】 

「授業料後払い制度」については制度をよくご理解いただくため，事前説明を行っております。希望

される方は次のアドレスまでメールでご連絡ください。 

 

メールアドレス：stdnt-shogakushien@office.kobe-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■独立行政法人日本学生支援機構奨学金はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶ 経済支援▶  

奨学金制度▶日本学生支援機構奨学金 
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２．民間奨学団体・地方公共団体の奨学金【修】【博】 

民間奨学団体や地方公共団体の奨学金は，経済的理由により修学に困難がある優れた学生に

対し給付または貸与されます。 

民間奨学団体や地方公共団体ごとに，応募資格に制限があります。 

奨学金申請手続き及び募集団体について，ホームページで案内しています。 

 

【申請時期】 

在学生：1 月下旬～3 月上旬 

新入生：4 月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．異分野共創による次世代卓越博士人材育成プロジェクト（研究専念支援金制度 SPRING）

【博】 

プロジェクトに選ばれた学生へは研究専念支援金及び研究費が支給されます。 

学生募集等の詳細はホームページで確認してください。 

募集については、修士課程等在籍時に申請する「先行募集」と、博士課程等在籍時に申請する

通常の募集があります。 

区分 支給額 

研究専念支援金 ２，２００，０００円／年 

研究費 ２５０，０００円／年＋追加研究費や留学費 

 

【申請時期】 

2 月 

 

 

 

 

 

 

■民間奨学団体・地方公共団体の奨学金はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶ 経済支援▶  

奨学金制度▶民間奨学団体・地方公共団体の奨学金制度 
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４．異分野協働・共創による次世代 AI 卓越博士人材育成プロジェクト（研究専念支援金制度

BOOST）【博】 

プロジェクトに選ばれた学生へは研究専念支援金及び研究費が支給されます。 

学生募集等の詳細はホームページで確認してください。 

募集については、修士課程等在籍時に申請する「先行募集」と、博士課程等在籍時に申請する

通常の募集があります。 

区分 支給額 

研究奨励費および研究費 ３，９００，０００円／年 

【申請時期】 

2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．日本学術振興会特別研究員【博】 

若手研究者に対して，自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機

会を与え，研究者の養成・確保を図る制度です。 

 

区分 研究奨励金 

特別研究員-DC1 ２００，０００円／月 

特別研究員-DC２ ２００，０００円／月 

【申請時期】 

２月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SPRING・BOOST はこちらから 

 

神戸大学キャリアセンター ▶ 博士学生向けインフォメーション ▶  

博士学生研究支援 

■日本学術振興会ホームページはこちらから 

 

日本学術振興会 ▶ 特別研究員制度 
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Ⅴ 学内の経済支援制度                    
１．神戸大学基金奨学金 

神戸大学独自の奨学金です。選考のうえ，奨学生を採用しています。 

（１）神戸大学基金緊急奨学金【修】【博】 

不慮の出来事（例．学資負担者の死亡，本人又は学資負担者のやむを得ない失職，

風水害）が原因で，修学及び生活が著しく困難であると認められる学生に一時金を給付

する制度 

・給付金額：２５０,０００円（一括） 

【申請期間】不慮の出来事が発生した時点から 3 か月以内 

 

（２）博士進学エンカレッジ奨学金（神戸大学基金）【修】 

本学学部を卒業し，引き続き本学大学院修士等課程に入学する者で，本学博士等課

程への進学を目指す者を支援する制度 

・給付金額：６００,０００円（年額，年に 2 回に分けて支給） 

・給付期間：標準修業年限内（休学期間を除く） 

・奨学生採用後の義務 

①修士等課程を標準修業年限内で修了すること。ただし、休学期間は除きます。 

②修士等課程修了後，引き続き本学博士等課程へ進学すること。 

③修士等課程１年次において，神戸大学「異分野共創による次世代卓越博士人材

育成プロジェクト」先行募集に応募すること。または，2 年次において日本学術振興会

の特別研究員（DC1）に応募すること。 

採用後の義務を満たさなかった場合は，給付された奨学金の返還を求めます。 

【申請時期】2 月 【募集人員】20 名 

 

（３）エア・ウォーター奨学金（神戸大学基金）【修】 

人間発達環境学研究科，理学研究科，医学研究科，保健学研究科，工学研究

科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究科，科学技術イノベーション

研究科の修士等課程１年次に在籍し理系分野の研究を行っている学生を支援する制度 

・給付金額：５００,０００円（一括） 

【申請時期】７月 【募集人員】2 名 

 

（４）インソース奨学金（神戸大学基金）【修】 

人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済

学研究科，経営学研究科の修士等課程１年次に在籍し，将来，神戸大学の教員は

じめ研究者を目指す者を支援する制度 

・給付金額：２５０,０００円（一括） 

【申請時期】７月 【募集人員】20 名 

 

（５）森下日出男奨学金（神戸大学基金）【修】【博】 

内部進学した経済的支援を要する学業成績優秀な学生を支援する制度 

・給付金額：３００,０００円（年額） 

・給付期間：標準修業年限内 

【申請時期】９月 【募集人員】修士：10 名 博士：10 名 
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２．神戸大学博士課程進学者支援奨学金【修】 

修士等課程から博士等課程へ内部進学した学生に対して奨学金を支給する制度です。 

・給付金額：１,２００,０００円（一括） 

【申請時期】所属研究科の教務学生係にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．六甲台後援会大学院学生の教育に対する支援（内部進学者への奨学支援）【修】 

神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科及び法学研究科の博士課程前期課程に

入学した学生のうち、それぞれの研究科の基礎となる学部から内部進学した学生（正規学生）

を対象にした入学金相当額の一部を奨学金として支給する制度。事前申請不要。詳細につ

いては、経済学研究科、経営学研究科及び法学研究科の教務グループに確認してください。 

 

４．神戸大学大学院法学研究科弁護士藤原充子記念基金研究者養成助成【博】 

神戸大学出⾝の藤原充子弁護士からの御寄附を元に設立された助成金です。法学や政治

学を学ぶ神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程の学生がこれからの日本や世界を

担っていく世代として、公正で平和な社会を作り上げていくことに資することを目的とします。募

集要項は、在学生向けに案内しています。 

・給付金額：総額 100 万円程度で，支給者の人数によって変動します。 

【申請時期】在学生向けに案内している募集要項を確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■神戸大学独自の奨学金制度はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 学生生活・学生支援 ▶ 経済支援▶  

奨学金制度▶ 神戸大学独自の奨学金制度 

■博士課程進学者支援奨学金はこちらから 

 

神戸大学キャリアセンター ▶ 博士学生向けインフォメーション ▶  

博士課程進学者支援奨学金制度 

■神戸大学大学院法学研究科弁護士藤原充子記念基金研究者養成助成はこちらから 

 

神戸大学大学院法学研究科  法政治学専攻   

概要  学費・経済的支援  
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Ⅵ 海外派遣支援                           
 
１．神戸大学海外学生派遣事業（神戸大学基金）【修】【博】 

明確な目標を持った優秀な学生の海外留学・研修への派遣を支援するため，神戸大学から

海外へ留学する学生に対し，渡航費および滞在費の一部を助成する制度 

  【申請時期】下記ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．六甲台後援会大学院学生海外派遣支援（法学研究科）【修】【博】 

法学研究科に在籍する学生が、海外で研究活動等を計画する場合において、計画の内容

が優れていると認められるときに、往復交通費等や滞在費等の資金を支援する制度です。

例年 3 月ごろに募集要項を公開します。応募資格は凌霜会会員に限られていますので、事

前に入会してください。入会方法は凌霜会ホームページで案内しています。 

【申請時期】３月～５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．六甲台後援会大学院学生海外派遣支援（経営学研究科）【修】【博】 

経営学研究科の博士前期課程及び後期課程に在籍する学業成績優秀な学生に対し，

海外での研究発表の機会を与え，学生本人の専門分野の更なる研究促進と国際的活躍

に資することを目的とする制度 

【申請時期】４月～５月 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

■神戸大学海外学生派遣事業（神戸大学基金）はこちらから 

 

神戸大学ホームページ ▶ 国際交流 ▶  

神戸大学からの海外留学 

 

■六甲台後援会大学院学生派遣支援（経営学研究科）はこちらから 

 

神戸大学大学院経営学研究科 ▶ 新着情報 ▶ 在学生へのお知らせ▶ 

【大学院】令和 7年度六甲台後援会大学院学生派遣支援について 

 

■六甲台後援会大学院学生海外派遣支援（法学研究科）はこちらから 

 

神戸大学大学院法学研究科 ▶ 法政治学専攻 ▶  

概要▶ 学費・経済的支援  



13 

 

４．神戸大学大学院工学研究科プレミアム・プログラム【修】【博】 

工学研究科の博士課程前期課程及び後期課程に在籍する学生に対して一定の期間海外

留学させ、留学先で修士論文、または博士論文に関連する研究を行うともに、英語力の向上

や異文化の理解を図り、留学先での人的交流を深めるなど、当該学生が一人前の研究者と

なるためのキャリアステップの機会を与える制度 

 

【申請時期】4 月～5 月 並びに 10 月～11 月 の年 2 回 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5．神戸大学大学院海事科学研究科国際交流基金制度【修】【博】 

①学術交流協定校への派遣支援事業 

 学術交流協定に基づき派遣される海事科学研究科の正規学生の渡航援助制度 

②学生の大学間国際交流及び国内交流に対する支援事業 

 顕著な対外活動を行うと認められる場合やその他国際交流に関する事業に参加する海事

科学研究科の正規学生の渡航経費、参加費の援助 

詳細については、海事科学研究科の教務係に確認してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■神戸大学大学院工学研究科プレミアム・プログラムはこちらから 

 

神戸大学大学院工学研究科 ▶ 在学生の方へ  
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Ⅶ 問い合わせ先一覧                      
 

番号 制度名 問い合わせ先 メールアドレス 

Ⅲ-１ 入学料免除 

学生支援課奨学支援

グループ 

stdnt-shogakushien@offic

e.kobe-u.ac.jp 

Ⅲ-２ 入学料徴収猶予 

Ⅳ-３ 授業料免除 

Ⅳ-1 日本学生支援機構奨学金 

Ⅳ-２ 
民間奨学団体・地方公共

団体奨学金 

Ⅳ-３ 
研究専念支援制度 

SPRING 神戸大学キャリアセンタ

ー 

stdnt-shushoku@office.ko

be-u.ac.jp 
Ⅳ-4 

研究専念支援制度 

BOOST 

Ⅳ-5 
日本学術振興会特別研究

員 

所属研究科教務学生

係 
 

Ⅴ-1 神戸大学基金奨学金 
学生支援課奨学支援

グループ 

stdnt-shogakushien@offic

e.kobe-u.ac.jp 

Ⅴ-2 
神戸大学博士課程進学者

支援奨学金 

神戸大学キャリアセンタ

ー 

stdnt-shushoku@office.ko

be-u.ac.jp 

Ⅴ-3 
六甲台後援会大学院学生

の教育に対する支援 

法学、経済学、経営学

研究科教務グループ 
 

Ⅴ-4 

神戸大学大学院法学研究

科弁護士藤原充子記念基

金研究者養成助成 

法学研究科教務グルー

プ 

law-kyomu-kenkyuka@offi

ce.kobe-u.ac.jp 

Ⅵ-1 
神戸大学海外学生派遣事

業（神戸大学基金） 

国際交流課留学生交

流グループ 

stdnt-intlexchange@office.

kobe-u.ac.jp 

Ⅵ-2 
六甲台後援会大学院学生

派遣支援（法学研究科） 

法学研究科教務グルー

プ 

law-kyomu-kenkyuka@offi

ce.kobe-u.ac.jp 
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番号 制度名 問い合わせ先 メールアドレス 

Ⅵ-3 
六甲台後援会大学院学生派

遣支援（経営学研究科） 

経営学研究科教務グル

ープ 
bkyomu@b.kobe-u.ac.jp 

Ⅵ-4 
神戸大学大学院工学研究

科プレミアム・プログラム 

工学研究科学務課教

務学生グループ 

eng-kyomugakusei@offic

e.kobe-u.ac.jp 

Ⅵ-5 
神戸大学大学院海事科学

研究科国際交流基金制度 

海事科学研究科教務

学生グループ 

fmsc-gakusei@office.kobe

-u.ac.jp 

 
 
Ⅷ 注意点                           
 

１．経済支援制度に関する情報はホームページに掲載されます。 

 

２．経済支援制度の手続きは，学生自⾝が責任をもって行ってください。 

 

３．不明な点がある場合は，自分で判断せずに担当部署に問い合わせをしてください。問い合わ

せ先は各種の経済支援制度のホームページに記載されています。 

 

４．提出期限は必ず守ってください。 


